
住所

営業時間

休館日 　１２月２９日から翌年１月３日まで

専用使用料

午前8：30～午後12：00 午後12：00～午後17：00 午後17：00～午後22：00

　1,120円 　1,600円 　1,600円

　2,240円 　3,200円 　3,200円

　8,680円 12,400円 12,400円

　5,320円 　7,600円 　7,600円

28,840円 41,200円 41,200円

冷暖房設備使用料

備　考
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使用料

　50円

100円

　70円

150円

150円

300円

170円

350円

120円

250円

200円

410円

300円

600円

郡山体育館施設概要

フットサル
児童・生徒

1面1時間につき
一般

テニス
児童・生徒

1面1時間につき
一般

ハンドボール
児童・生徒

1面1時間につき
一般

バレーボール
児童・生徒

1面1時間につき
一般

バスケットボール
児童・生徒

1面1時間につき
一般

連絡先
　FAX：０９９－２９８－８４５１

　午前８：３０～午後１０：００まで

アリーナ

アマチュアスポーツ
に使用する場合

営利又は宣伝を目的としない文化的催物
に使用する場合

その他の場合

使用者が入場料を徴収しない
場合

　鹿児島市東俣町１４６４番地

　TEL：０９９－２９８－８４４８

　5,040円 　7,200円 　7,200円

児童・生徒の団体

上記以外の団体

1時間につき 300円

ただし、卓球を使用する場合は、アリーナの一部使用の料金相当額とする。

多目的ルーム

使用者が入場料を徴収する
場合

15,260円 21,800円 21,800円

照明設備使用料

1時間につき2分の1使用

全面使用

　880円

1,760円

アマチュアスポーツに使用する場合　

営利又は宣伝を目的としない文化的催物
に使用する場合

その他の場合

会議室
1時間につき 300円

1時間につき 320円

「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生、高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

使用許可時間を超過した場合、超過した時間帯の使用区分使用料の1時間あたりの額とする。

使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

一部使用料

種目 使用区分 使用単位

卓球

バドミントン
児童・生徒

1面1時間につき
一般

児童・生徒

一般
1台1時間につき



備　考

1

2

3

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生、高校生又はこれらに準ずる者のをいう。


	原案

